
  

  

    



    

   
   
   

新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます。⾒事に勝ち取った合格 

からくる喜びで、受験での疲れはスッキリしましたでしょうか。きっと今は 

新⽣活への期待と不安が⼊り混じった 1 年⽣ならではの⼼情だと思います。 

環境こそ⼤きく変わりますが、そんな不安を払拭する喜びがこれから始まり

ます。 

教育学部は、⼀学科あたりの⼈数は他学部に⽐べて少ないですが、共同 

での活動が多く、垣根を越えた交流が楽しい学部です。四年という期間を 

⻑くするのも、充実し過ぎて短い期間にするのも皆さん次第です。   

そんな充実をサポートするこのパンフレットには、各学科・コース紹介を

はじめ、様々な情報を載せていきます。新しい⽣活を始めるにあたり、ぜひ 

活⽤してください。   

 

   
教育学部学⽣⾃治会（教育⾃治会）は、教育学部の学⽣が楽しく充実した

キャンパスライフを送るために活動しています。新⼊⽣歓迎会を企画・運営し

たり⼤学祭にも関わったりしています。   

もとは、⼤学⽣の要求の実現のために⼤学⽣と学⽣との橋渡しとして設⽴さ

れたものです。⼤学に個⼈的にお願いしてもなかなか実現されませんが、⾃治

会として要求することで学⽣全体の意⾒として扱ってもらうことが出来るので

す。全員が加⼊するからこそ、学⽣全体を代表した団体となり、学⽣全体の意

⾒となり得るのです。そのため、⾃治会は全員加⼊が原則となっています。何

卒宜しくお願いします。    

あいさつ   
    

  

教育⾃治会 とは   
    



 

三重⼤学教育学⽣⾃治会会則   

   
前⽂  我々三重⼤教育学部⽣は、⼤学⽣活を通じて得た学問的効果を、平和と⺠主主義を補助する⼈類と社会の発展の 

ために役⽴たせ、もってこれがもたらす幸福を永遠かつ共通に確保することをその最⾼の理想とする。その故にこそ

我々は学問の⾃由、学⽣⽣活の諸権利が学徒の本質的⽣命として、不断守らねばならぬ必要性を確認する。三重⼤学教

育学部学⽣はその総意を結集し、学⽣⾐⽣活の社会的、経済的⾃由、および⺠主的諸権利の擁護を⼀義的⽬的とする学

⽣⾃治会を結成して、ここにその達成のための全⼒を傾倒することを⼒強く宣⾔する。   

第１章 総則 
第 1 条     本会は三重⼤学教育学部学⽣⾃治会と称する。   
第 2 条   本会の⽬的は、学⽣⾃治の精神に測り学⽣⽣活の向上を積極的に図るにあたる。  

第 3 条   本会の事務局を三重県津市栗間町 1577 に置く。   

第 4 条   本会は教育学部全学⽣をもって構成する。   

第 5 条   本会会員は、本会の⽬的達成のため平等の権利を有し、本会則及び決議を厳守する義務を負う。   

第２章 機関   

第 1 節 学 ⽣ ⼤ 会  

第 6 条   学⽣⼤会は本会の最⾼議決機関である。   

第 7 条   学⽣⼤会は執⾏委員⻑がこれを招集する。告⽰は⼤会の 2 ⽇前とする。   

第 8 条   学⽣⼤会は、半期に定例として「⽅針」と「総括」の 2 回は開くものとする。  

但し次の事項に該当するときは 1 週間以内に⼤会を開かねばならない。   

1. 会員の 6 分の 1 以上の要求があったとき。   

第 9 条   学⽣⼤会は全会員をもって構成し、⼤会は 3 分の 1 の出席を必要とする。   

第 10 条   議決の事項が後⽇に⾄り５分の 1 以上の会員より再議の要が認められたときは、いかなる事項も再議できる。  

第 11 条  ⼤会の議決は出席者の過半数の賛成を要求するものとする。   

第 12 条  ⼤会議⻑はその都度選出する。   

第 2 節 ⾃治委員会  

第 13 条  ⾃治委員会は議⻑⼜は執⾏委員⻑がこれを招集する。   

第 14 条  ⾃治委員会は⾃治委員をもって構成し、学⽣⼤会に次ぐ議決機関である。   

第 15 条  ⾃治委員会は⽉に⼀回これを開く。但し次の事項に該当するときは、如何なる事項も再議できる。   

１． ⾃治委員の３分の１以上の要求があるとき。   

２． １クラスの要求があるとき。   

 

  



 

第 16 条  ⾃治委員会の議⻑及び副議⻑は⾃治委員の互選によって決定する。なお常任とする。   

第 17 条  ⾃治委員会は⾃治委員の 2 分の 1 以上の出席をもって成⽴し、議事は出席委員の過半数により成⽴する。  

第 18 条  ⾃治委員会は、本会運営に完成必要になること並びに建議案を審議決定する。 

ただし必要に応じて特別委員会を設ける。 

第 19 条  ⾃治委員会に左の分科会を設ける。   
1. 運営分科会   

2. 財政分科会   

3. 厚⽣分科会   

4. 体育分科会   

5. ⽂化分科会 

但し必要に応じて特別委員会を設ける。  

  
第 22 条  執⾏委員会は、執⾏委員⻑(1 名)、副執⾏委員⻑（2 名）、書記（3 名）、財政（2 名）、体育（2 名）、構成（2  

名）、の各委員をもって構成する。   

第 23 条  執⾏委員は本会の全般的運営に関する事務を執⾏する。 
第 24 条  実⾏委員会は必要に応じ執⾏委員⻑がこれを招集する。 
第 25 条  執⾏委員会内に書記局を設け下記の事務を⾏う。   

1. 会則、議事録、活動⽇誌の正確完全なる記録保持   

2. 各務全般の状況宣伝活動   

3. 各務全般の情報宣伝活動   

4. 主要通信分、印刷物の保持   

5. 物品の出納、購⼊及び保管に関する事   

6. その他諸事務   
第 26 条  書記局は書記及び財政委員をもって構成し、書記⻑を互選する。書記⻑は書記局を代表する。   

第 4 節  クラブ部⻑協議会   

第 27 条  クラブ部⻑協議会は、各クラブ部⻑をもって構成し、各クラブ活動の全般的な運営について執⾏委員会の諮問に
応じ、⼜クラブ予算の最終決定機関となる。   

第 28 条  クラブ部⻑協議会は、各クラブの意⾒を交換し、実⾏委員会と協⼒する。   

第 29 条  クラブ部⻑協議会は⽂化部会と体育部会に分ける。   

第 30 条  クラブ部⻑協議会は執⾏委員会の必要と認めたとき及び構成員の 3 分の 1 以上の要求があった時は議⻑がこれを
招集する。議⻑は協議会の互選による。   

第 31 条  本会の選挙事務のため、常任の管理委員会を置く。   

 

 



 

第 32 条  選挙管理委員会は、⾃治委員の互選により決定され常任特別委員会を構成する。原則として⽴候補とする。  

但し場合によっては他の⽅法を⽤いることを妨げない。   

第 33 条  選挙管理委員会は定員を 5 名とし、別に定める選挙細則に基づいて、その事務を⾏う。   

 

第 6 節  カリキュラム検討委員会   

第 34 条  カリキュラム検討協議会（以下「競技会」という。）は、本学部のカリキュラムに関する共通事項について 
学部運営委員会または学⽣⾃治会が提起する問題を協議する事を⽬的とする。  

第 35 条  協議会は、学部運営委員会から 5 名、学⽣⾃治会から 5 名で構成する。   

第 36 条  協議会で合意に達した事項については、学部運営委員会を通して、教授会へ報告または提案することができ  る。   
第 37 条  協議会はその任務を遂⾏するため、調査、広報、公聴会、シンポジウム等を⾏うことができる。   

   
第 3 章 委員の選出と任務 

第 38 条  委員の選出は原則として⽴候補とする。   

第 39 条  執⾏委員は、全会員中より選出されその選挙は別に定める選挙細則に基づいて⾏われる。  

第 40 条  ⾃治委員はクラス毎に選出され、その選挙は別に定める選挙細則に基づいて⾏われる。   

第 41 条  ⾃治委員と執⾏委員はこれを兼ねて⽴候補、⼜は選挙をしてはならない。   

第 42 条  委員は次の任務を有する。   

1. 執⾏委員⻑は本会を代表すると共に執⾏委員会の⻑となる。   

2. 副執⾏委員⻑は執⾏委員⻑の補佐をし、執⾏委員⻑に事故があるときはこれを代⾏する。   

3. 書記は 24 条に⽰された事項を分担し書記局の運営に当る。   

4. 財政委員は予算の⽴案及びこの運営の円滑を図る   
 

第 43 条  委員の任期は 6 ヶ⽉とし、前期は 6 ⽉から 11 ⽉まで、後期は 12 ⽉からよく 5 ⽉までとする。但し補⽋委員の任
期は前任者の残余期間とする。   

第 44 条  執⾏委員及び⾃治委員は会員の 3 分の 1 以上の不信任決議⼜は投票でやめさせることができる。   

   
第 4 章 連絡協議会 

第 45 条  本会と⼤学当局間において、連絡協議の必要が⽣じた場合は連絡協議会をもつ。協議には執⾏委員が出席する。   

   
第 5 章 クラブ 

第 46 条  クラブ結成、運営並びに改廃は本会会則に基づいて別に定めるクラブ規定によって⾏われる。   

   
 

 

 



 

 

第 6 章 財政 

第 47 条  本愛の会計年度は 4 ⽉より翌年 3 ⽉までとする。   

第 48 条  年度予算は別に定める財政細則に基づいて⽴案並びに事務遂⾏がなされねばならない。  

第 49 条  本会の経費は⼊会⾦、会費、寄付⾦等をもって当てる。   

            会費  1500円（1年につき） ⼊会⾦ 1000円  計 7000円   

第 50 条  会費、⼊会⾦の変更及び臨時費を必要とする時、⼜は予算の項を変更する場合は学⽣⼤会の承認を要する。  

第 51 条  執⾏委員会は任期末に⾃治委員会の会計監査を経たのち、収⽀決算を学⽣⼤会に報告しなければならない。   
⾃治員会は監査報告を⾏う。なお会員より要求あれば臨時に会計を公開しなければならない。   

 

     第 7 章 附則 
 

第 52 条  本会則は学⽣⼤会において出席会員の 3 分の 2 以上の決議によって改定される  

 第 53 条  毎年度三重⼤学教育学部学⽣⾃治会会則の代表者の変更をしなければならない 

。   
   

 設⽴   昭和 29 年 4 ⽉ 1 ⽇   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    

三重大学教育学部新入生の皆様へ   

   

教育学部学生自治会費の納入について   

新入生のみなさん、合格おめでとうございます。   

私たち教育学部学生自治会は、教育学部の学生が充実した学生生活を送るために活

動しています。毎年、その活動費として、入学時に 4 年分まとめて自治会費を納入して

いただき、在学中に行われる三重大学学祭などの行事に運用させていただいておりま

す。   

つきましては、自治会費 ７,０００ 円を以下のように、お振込みくださいますようお願い

申し上げます。   

何かとお金がご入用の時期ではありますが、皆様のご期待に応えるべく、学生生活を

より良いものへと努めてまいりますので、なにとぞご理解ご協力のほどお願い致します。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

郵便振替払込取扱票の記入方法   

学生自治会費の納入方法は、ゆうちょ銀行(郵便局)備え付けの｢払込取扱票｣に以下のとおり記入

し、ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口又は ATM から振り込んでください。   

◆ ｢青字｣の箇所は、記入例のまま御記入ください。   

◆ ｢赤字｣の箇所は、記入例にしたがって、申請者の情報を御記入ください。   
 
 

   

「7,000 円」 

７ 

７ 



   

 

 

―新入生歓迎会について― 

いよいよ 4 月から大学生…！新生活への期待が膨らむ一方で、友達

ができるか、授業はついていけるか…など不安もたくさんあると思い

ます。そこで教育学部では、毎年新入生歓迎会を行っています 

。昨年度も多くの新入生が集まり大盛況となりました。   

この会を通じて友達を作ったり、大学生活について先輩たちに話を

きいて、楽しいキャンパスライフを送っていきましょう！日程が決ま

り次第お伝えしますので、是非ご参加ください‼   
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